
介護事業所における

事故等の報告様式を変更します

①介護事業所及び保険者の負担軽減を図る観点から、国が示す報告
様式において報告するよう統一する。

②容易にデータ化に対応できるよう、原則、電子メール等の電磁的
方法により報告する。

③介護現場で事故情報を収集・分析し、安全対策に有用な情報を共
有するとともに、事故の予防・再発防止及び介護サービスの改善や
サービスの質向上に資する。

盛岡市保健福祉部介護保険課

介護事業所の皆様へ

目 的

原則、電子メールにて提出願います。

提出先
kaigo@city.morioka.iwate.jp事業所指定係

提出方法

https://www.city.morioka.iwate.jp/service/shinseisho/hoken/kaigo/1014961.html

報告様式

1014961
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